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雑
 
誌
 

種
 
類
 

チ
ャ
ン
プ
ロ
ー
ド
 

図
 
書
 
類
 
の
 
題
 
名
 

2
0
1
0
.
1
0

月
号
 

月
日

号
等
 

㈱
笠

倉
出

版
社
 

発
行

所
、

制
作

者
名
 

 

岐 

阜 

県 

公 

報 
 
 
 
 
 

毎
週 

 
 
 
 
 
 
 

発
行 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平
成
二
十
二
年
九
月
十
日 

火
曜
日 

金
曜
日 

(
 

)
 

休
日
に
当
た
る 

と
き
は
翌
日 

(
 

)
 

       
 
 
 
 

目 
 
 
 
 

次 

 
 
 
 
 
 

告 
 
 
 

示 

○
被
災
者
生
活
再
建
支
援
法
の
対
象
と
な
る
自
然
災
害 

 
 
 
 
 

（
危

機

管

理

課
）
五
八
五 

○
有
害
図
書
類
の
指
定 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
男
女
参
画
青
少
年
課
）
五
八
五 

○
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知 

 
 
 
 
 
 
 
 

（
治 

 

山 
 

課
）
五
八
六 

○
道
路
の
区
域
変
更 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
道

路

維

持

課
）
五
八
六 

 
 
 
 
 
 

監
査
委
員
告
示 

○
定
期
監
査
の
結
果 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
監 

査 

委 

員
）
五
八
六 

 
 
 
 
 
 

収
用
委
員
会
告
示 

○
土
地
収
用
法
施
行
令
に
基
づ
く
公
示
に
よ
る
通
知 
 
 
 
 
 
 

（
収

用

委

員

会
）
五
八
九 

 
 
 
 
 
 

公 
 
 
 

示 

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
申
請 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
環
境
生
活
政
策
課
）
五
八
九 

○
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
保

健

医

療

課
）
五
八
九 

○
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
変
更 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
同 

 
 
 
 
 

）
五
九
〇 

○
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
辞
退 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
同 

 
 
 
 
 

）
五
九
〇 

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
件 

 
 
 
 
 
 
 

（
商

業

流

通

課
）
五
九
〇 

○
公
共
測
量
の
実
施 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
用 

 

地 
 

課
）
五
九
一 

○
大
垣
都
市
計
画
の
図
書
の
縦
覧 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
都

市

政

策

課
）
五
九
一 

  

  
 

第

二

千

百

八

十

一

号 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
金
曜
日
） 

 
 

平

成

二

十

二

年

九

月

十

日 
  
 
 
 
 
 

告 
 
 
 

示 

岐
阜
県
告
示
第
四
百
九
十
六
号 

 

平
成
二
十
二
年
七
月
十
五
日
、
八
百
津
町
の
区
域
内
に
お
い
て
発
生
し
た
豪
雨
に
よ
る
災
害
を
被
災

者
生
活
再
建
支
援
法
（
平
成
十
年
法
律
第
六
十
六
号
）
の
対
象
と
な
る
自
然
災
害
と
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
九
月
十
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

岐
阜
県
告
示
第
四
百
九
十
七
号 

 

岐
阜
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
昭
和
三
十
五
年
岐
阜
県
条
例
第
三
十
七
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
次
の
も
の
を
有
害
図
書
類
と
し
て
指
定
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
九
月
十
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ペ
ー
ジ 

 
１
 
指
定
図
書
類

 

２
 
指
定
年
月
日
 

 
 
平
成

22
年
９
月

10
日
                                    

 

３
 
指
定
理
由
 

 
 
著
し
く
犯
罪
又
は
自
殺
を
誘
発
す
る
た
め
、
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る

も
の
と
認
め
ら
れ
る
。
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―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

岐
阜
県
告
示
第
四
百
九
十
八
号 

 

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。 

    

平
成
二
十
二
年
九
月
十
日 

岐
阜
県
知
事  

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 

 

一 

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所                                                   

 
 

郡
上
市
大
和
町
剣
字
宮
ケ
洞
二
〇
八
七
の
六
一
か
ら
二
〇
八
七
の
六
三
ま
で
、
二
〇
八
七
の
八
四
、

二
〇
八
七
の
九
一
、
二
〇
八
七
の
九
三
、
二
〇
八
七
の
一
〇
〇
、
二
〇
八
七
の
一
〇
四
、
二
〇
八
七

の
一
〇
五
、
二
〇
八
七
の
一
〇
九 

二 

指
定
の
目
的                        

   

土
砂
の
流
出
の
防
備                   

三 

指
定
施
業
要
件                           

 

㈠ 

立
木
の
伐
採
の
方
法                          

    

１ 

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。                                             

 
 

２ 

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

    

３ 

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。                                                  

 

㈡ 

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種                                          

      

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

  

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
郡
上
市
役
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。） 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

岐
阜
県
告
示
第
四
百
九
十
九
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。 

 

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
二
年
九
月
十
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
美
濃
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
九
月
十
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          
 
 
 
 
 

監
査
委
員
告
示 

岐
阜
県
監
査
委
員
告
示
第
十
六
号 

 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
百
九
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
二

十
二
年
七
月
十
二
日
か
ら
同
年
八
月
二
十
七
日
ま
で
に
執
行
し
た
定
期
監
査
の
結
果
は
、
次
の
と
お
り

で
あ
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
九
月
十
日 

岐
阜
県
監
査
委
員 

伊 
 

藤 
 

正 
 

博 
 
 

岐
阜
県
監
査
委
員 

矢 
 

島 
 

成 
 

剛 
 
 

岐
阜
県
監
査
委
員 

帆 
 

刈 
 

信 
 

一 
 
 

岐
阜
県
監
査
委
員 

水 
 

谷 
 

雄 
 

二 
 
 

岐
阜
県
監
査
委
員 

神 
 

戸 
 

正 
 

雄 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

県
道 

道
路
の
種
類 

白

鳥

あ 

板

取

あ 

路

線

名 

関
市
板
取
字
雁
羽
瀬
四
六
六

二
番
の
二
八
地
先
か
ら 

 

同
市
同 

字
黒
谷 

四
六
二

二
番
の
一
地
先
ま
で 

区 
 
 
 
 
 
 

間 

後 前 区
域
変
更
前
後
別 

九
・
八

〜 八
二
・
五 

七
・
五

〜 四
六
・
五 

敷
地
の
幅

員 （
メ
ー
ト

ル
） 

五
三
一
・
二 

五
三
一
・
二 

延

長 

（
メ
ー
ト

ル
） 

 

備 

考 

線 

総
合

企
画

部
 

総
務

部
 

知
事

直
轄
 

 

6
 

1
  

 

 1
  

指
摘
あ
り
 

2
  

指
導
あ
り

監
査
実
施
機
関
数
 

3
 1
   

 1
  

指
摘
事
項
 

3
   

指
導
事
項
 

   

本
課
検
討
 

監
査
結
果
件
数
 

第
１
 
監
査
実
施
機
関
数
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合
 

 
 

計
 

そ
の

他
 

警
察

本
部
 

教
育

委
員

会
 

振
興

局
 

ぎ
ふ

清
流

国
体

推
 

進
局
 

都
市

建
築

部
 

県
土

整
備

部
 

林
政

部
 

農
政

部
 

商
工

労
働

部
 

健
康

福
祉

部
 

環
境

生
活

部
 

総
合

企
画

部
 

総
務

部
 

知
事

直
轄
 

44
 

1
 

2
 

14
 

1
  

5
 

5
  

6
 

2
 1
  

6
 

1
  

9
   

2
   

2
 4
       1
  

9
   

2
   

1
   

4
    

2
  

41
   

10
   

4
 

14
  

9
    

3
 1
  

12
   

4
   

2
 5
       1
  

28
   

6
   

2
 9
  

8
    

3
   

1
         

1
       

 
（
注
）
監
査
結
果
の
区
分
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

 
・
指
摘
事
項
 
 
 
是
正
又
は
改
善
を
求
め
る
事
項
の
う
ち
、
重
大
と
認
め
た
事
項

 
・
指
導
事
項
 
 
 
是
正
又
は
改
善
を
求
め
る
事
項
の
う
ち
、
指
摘
事
項
を
除
い
た
事
項

 
・
本
課
検
討
事
項
 
現
地
機
関
を
所
管
す
る
課
に
対
し
て
、
検
討
を
求
め
る
事
項

 
監
査
実
施
機
関
数
の
「
指
摘
あ
り
」
は
、
同
時
に
指
導
が
さ
れ
た
場
合
を
含
み
ま
す
。

 

第
２
 
監
査
結
果
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
平
成

22
年
７
月

12
日
か
ら
８
月

27
日
ま
で
に
実
施
し
た
本
庁
及
び
現
地
機
関
に
関
す
る
監
査
結

果
で
す
。
 

 
す
べ
て
の
監
査
結
果
に
つ
い
て
、
監
査
対
象
機
関
に
対
し
指
摘
又
は
指
導
を
行
い
、
是
正
、
改
善
又

は
必
要
な
検
討
を
求
め
ま
し
た
。
 

１
 
総
務
部
 

歴
史
資
料
館
 

平
成

2
2
年

８
月

2
7
日
 
１
件
 
収
入
科
目
の
誤
り
及
び
 

調
定
時
期
の
遅
延
 

な
し
 

歴
史
資
料
館
 

実
施
機
関
名
 

平
成

2
2
年

８
月

2
7
日
 

実
施
年
月
日
 

１
件
 
収
入
科
目
の
誤
り
及
び
 

調
定
時
期
の
遅
延
 

指
摘
事
項
 

な
し
 

指
導
事
項
 

２
 
総
合
企
画
部

 

森
林
研
究
所
 

中
山
間
農
業
研
究
所
 

農
業
技
術
セ
ン
タ
ー
 

生
活
技
術
研
究
所
 

セ
ラ
ミ
ッ
ク
ス
研
究
所
 

情
報
技
術
研
究
所
 

実
施
機
関
名
 

平
成

2
2
年

８
月

2
7
日
 

平
成

2
2
年

８
月

2
7
日
 

平
成

2
2
年

８
月

2
7
日
 

平
成

2
2
年

８
月

2
7
日
 

平
成

2
2
年

８
月

2
7
日
 

平
成

2
2
年

７
月

1
2
日
 

実
施
年
月
日
 

な
し
 

な
し
 

な
し
 

な
し
 

な
し
 

な
し
 

      

指
摘
事
項
 

な
し
 

１
件
 

２
件
 

な
し
 

な
し
 

な
し
 

指
導
事
項
 

３
 
健
康
福
祉
部
 

保
健
環
境
研
究
所
 

実
施
機
関
名
 

平
成

2
2
年

７
月

1
4
日
 

実
施
年
月
日
 

な
し
 

 

指
摘
事
項
 

な
し
 

指
導
事
項
 

４
 
商
工
労
働
部
 

木
工
芸
術
ス
ク
ー
ル
 

国
際

た
く

み
ア

カ
デ

ミ
ー
 

実
施
機
関
名
 

平
成

2
2
年

７
月

1
4
日
 

平
成

2
2
年

７
月

1
4
日
 

実
施
年
月
日
 

な
し
 

な
し
 

  

指
摘
事
項
 

な
し
 

な
し
 

指
導
事
項
 

５
 
農
政
部
 

可
茂
農
林
事
務
所
 

中
濃
農
林
事
務
所
 

西
濃
農
林
事
務
所
 

実
施
機
関
名
 

平
成

2
2
年

７
月

1
4
日
 

平
成

2
2
年

７
月

1
2
日
 

平
成

2
2
年

７
月

1
3
日
 

実
施
年
月
日
 

な
し
 

な
し
 

な
し
 

   

指
摘
事
項
 

１
件
 

２
件
 

２
件
 

指
導
事
項
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病
害
虫
防
除
所
 

飛
 
農
林
事
務
所
 

恵
那
農
林
事
務
所
 

可
茂
農
林
事
務
所
 

中
濃
農
林
事
務
所
 

平
成

2
2
年

８
月

2
7
日
 

平
成

2
2
年

７
月

2
3
日
 

平
成

2
2
年

７
月

2
1
日
 

平
成

2
2
年

７
月

1
4
日
 

平
成

2
2
年

７
月

1
2
日
 

な
し
 

な
し
 

な
し
 

な
し
 

な
し
 

     

な
し
 

３
件
 

な
し
 

１
件
 

２
件
 

（
本
課
検
討
事
項
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

飛
 

農
林

事
務

所
が

行
う
飛

 
エ

ア
パ

ー
ク

に
か

か
る

事
務

の
所
管

課
で

あ
る

農
地

整
備

課
に

対

し
、
飛
 
エ
ア
パ
ー
ク
管
理
要
綱
の
見
直
し
を
求
め
ま
し
た
。
 

６
 
県
土
整
備
部
 

長
良

川
上

流
河

川
開

発
工
事
事
務
所
 

高
山
土
木
事
務
所
 

恵
那
土
木
事
務
所
 

多
治
見
土
木
事
務
所
 

郡
上
土
木
事
務
所
 

実
施
機
関
名
 

平
成
22
年
７
月
22
日
 

平
成
22
年
７
月
22
日
 

平
成
22
年
７
月
20
日
 

平
成
22
年
７
月
15
日
 

平
成
22
年
７
月
22
日
 

実
施
年
月
日
 

な
し
 

１
件
 

１
件
 

１
件
 

２
件
 

 県
有
自
動
車
の
処
分
事
 

務
が
不
適
正
 

時
間
外
勤
務
手
当
の
過
 

大
支
給
 

県
有
自
動
車
の
処
分
事
 

務
が
不
適
正
 

時
間
外
勤
務
手
当
の
過
 

大
支
給
 

前
年
度
に
引
き
続
き
契
 

約
情
報
の
公
表
不
備
 

指
摘
事
項
 

な
し
 

４
件
 

３
件
 

１
件
 

１
件
 

指
導
事
項
 

東
部
広
域
水
道
事
務
所
 

飛
 
建
築
事
務
所
 

東
濃
建
築
事
務
所
 

流
域
浄
水
事
務
所
 

水
道
企
業
課
 

実
施
機
関
名
 

平
成

2
2
年

７
月

９
日
 

平
成
22
年
７
月
22
日
 

平
成

2
2
年

７
月

1
5
日
 

平
成

2
2
年

７
月

1
4
日
 

平
成

2
2
年

７
月

1
6
日
 

実
施
年
月
日
 

な
し
 

１
件
 

１
件
 

な
し
 

な
し
 

 

県
有
自
動
車
の
処
分
事
 

務
が
不
適
正
 

県
有
自
動
車
の
処
分
事
 

務
が
不
適
正
 

  

指
摘
事
項
 

な
し
 

な
し
 

１
件
 

１
件
 

な
し
 

指
導
事
項
 

７
 
都
市
建
築
部
 

東
部
広
域
水
道
事
務
所
 

飛
騨
建
築
事
務
所
 

平
成

2
2
年

７
月

９
日
 

平
成
22
年
７
月
22
日
 

な
し
 

１
件
 

 

県
有

自
動

車
の

処
分

事
務
が
不
適
正
 

な
し
 

１
件
 

８
 
振
興
局
 

東
濃

振
興

局
恵

那
事

務
所
 

実
施
機
関
名
 

平
成
22
年
７
月
21
日
 

実
施
年
月
日
 

な
し
 

 

指
摘
事
項
 

な
し
 

指
導
事
項
 

９
 
教
育
委
員
会
 
 

大
垣
特
別
支
援
学
校
 

岐
阜

本
巣

特
別

支
援

学
校
 

土
岐
商
業
高
等
学
校
 

大
垣
桜
高
等
学
校
 

山
県
高
等
学
校
 

各
務
原
高
等
学
校
 

岐
南
工
業
高
等
学
校
 

岐
阜

総
合

学
園

高
等

学
校
 

加
納
高
等
学
校
 

岐
山
高
等
学
校
 

長
良
高
等
学
校
 

岐
阜
北
高
等
学
校
 

現
代
陶
芸
美
術
館
 

図
書
館
 

実
施
機
関
名
 

平
成
22
年
８
月
27
日
 

平
成
22
年
８
月
27
日
 

平
成
22
年
７
月
15
日
 

平
成
22
年
８
月
27
日
 

平
成
22
年
８
月
27
日
 

平
成
22
年
８
月
27
日
 

平
成
22
年
８
月
27
日
 

平
成
22
年
８
月
27
日
 

平
成
22
年
８
月
27
日
 

平
成
22
年
８
月
27
日
 

平
成
22
年
８
月
27
日
 

平
成
22
年
８
月
27
日
 

平
成
22
年
８
月
27
日
 

平
成
22
年
８
月
27
日
 

実
施
年
月
日
 

な
し
 

な
し
 

な
し
 

２
件
 

な
し
 

な
し
 

な
し
 

な
し
 

な
し
 

な
し
 

な
し
 

な
し
 

２
件
 

な
し
 

   旅
費
の
過
大
支
給
 

債
権
者
の
誤
り
及
び
調
 

定
時
期
の
遅
延
 

        調
定
時
期
の
遅
延
 

つ
り
銭
の
取
扱
事
務
が
 

不
適
正
 

 

指
摘
事
項
 

な
し
 

な
し
 

な
し
 

な
し
 

な
し
 

な
し
 

な
し
 

１
件
 

な
し
 

な
し
 

な
し
 

な
し
 

２
件
 

３
件
 

指
導
事
項
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収
用
委
員
会
告
示 

岐
阜
県
収
用
委
員
会
告
示
第
三
号 

 

土
地
収
用
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
四
十
二
号
）
第
六
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る

同
令
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
に
よ
る
通
知
を
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
九
月
十
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
収
用
委
員
会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

会
長 

端 
 

元 
 

博 
 

保 
 
 

 
 
 
 
 

公
示
に
よ
る
通
知 

存
否 

不
明
。
岐
阜
県
関
市
側
島
字
島
崎
五
四
九
〇
番
の
土
地
登
記
簿
表
題
部
所
有
者 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

下 

野 

甚 

助 

 

土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
）
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
右
の
者

に
通
知
す
べ
き
左
記
書
類
は
、
岐
阜
県
収
用
委
員
会
事
務
局
（
岐
阜
県
県
土
整
備
部
用
地
課
内
）
に
お

い
て
保
管
し
て
あ
る
の
で
、
出
頭
の
上
そ
の
交
付
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

記 

 

平
成
二
十
二
年
九
月
六
日
付
け
の
平
成
二
十
二
年
岐
収
委
第
三
、
四
号
収
用
事
件
第
一
回
審
理
の
開

催
及
び
現
地
調
査
の
実
施
の
通
知 

 

（
注
意
） 

右
書
類
を
受
領
し
な
い
と
き
は
、
平
成
二
十
二
年
九
月
二
十
七
日
を
も
っ
て
そ
の
書
類

の
通
知
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
し
ま
す
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
九
月
六
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
収
用
委
員
会 

    
 
 
 
 
 

公 
 
 
 

示 

 
 

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
申
請 

 

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
九
月
十
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

一 

申

請

の

あ

っ

た

年

月

日 

平
成
二
十
二
年
八
月
十
六
日 

二 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ふ
れ
ん
ど
り
ー 

三 

代

表

者

の

氏

名 

伊
藤 

幸
枝 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

岐
阜
県
恵
那
市
東
野
八
五
九
番
地
一 

五 
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

こ
の
法
人
は
、
「
人
の
和
及
び
自
然
と
の
調
和
」
を
大
切
に
し

て
人
々
の
交
流
を
図
り
、
地
域
づ
く
り
及
び
地
域
の
中
で
新
し
い

雇
用
の
創
出
に
も
貢
献
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 
 

○
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定 

 

10 
警
察
本
部
 

高
山
警
察
署
 

郡
上
警
察
署
 

実
施
機
関
名
 

平
成
22
年
７
月
23
日
 

平
成
22
年
７
月
22
日
 

実
施
年
月
日
 

な
し
 

な
し
 

  

指
摘
事
項
 

な
し
 

な
し
 

指
導
事
項
 

11 
そ
の
他
 

選
挙

管
理

委
員

会
恵

那
地
方
事
務
局
 

実
施
機
関
名
 

平
成
22
年
７
月
21
日
 

実
施
年
月
日
 

な
し
 

 

指
摘
事
項
 

な
し
 

指
導
事
項
 

 

大
垣
特
別
支
援
学
校
 

平
成
22
年
８
月
27
日
 

な
し
 
 

な
し
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障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定

自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定
を
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
九
月
十
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

精
神
通
院
医
療
に
係
る
も
の 

（
薬
局
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 
 

○
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
変
更
届
出 

 

 

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
六
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
指
定

自
立
支
援
医
療
機
関
か
ら
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
九
月
十
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

精
神
通
院
医
療
に
係
る
も
の 

（
薬
局
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 
 

○
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定
辞
退 

 

 

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
自
立

支
援
医
療
機
関
の
指
定
の
辞
退
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
九
月
十
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

精
神
通
院
医
療
に
係
る
も
の 

（
薬
局
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 
 

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
件 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大

規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
に
よ
り
同
法
第
六
条
第
二
項
に
よ
る
届

出
と
み
な
し
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 

な
お
、
そ
の
変
更
届
出
書
等
は
平
成
二
十
二
年
九
月
十
日
か
ら
四
月
間
岐
阜
県
商
工
労
働
部
商
業
流

通
課
及
び
西
濃
振
興
局
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 

ま
た
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配

慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
公
示
の
日
か
ら
四
月
以
内
に
岐
阜
県
に
対
し
意

見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
九
月
十
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

一 

届
出
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
二
年
八
月
三
十
日 

二 

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称 

 
 

垂
井
町
商
業
振
興
協
同
組
合 

 
 

株
式
会
社
義
津
屋 

三 

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地 

つ
つ
じ
薬
局 

ひ
だ
ま
り
調
剤
薬
局 

た
い
と
薬
局 

名 
 
 

称 
各
務
原
市
前
渡
西
町
三
―
二
一
―
二 

岐
阜
市
中
西
郷
四
―
六
七
―
二 

中
津
川
市
付
知
町
六
八
六
〇
―
三 

所

在

地 

精
神
通
院 

精
神
通
院 

精
神
通
院 

自

立

支

援 

医
療
の
種
類 

平
成 

二

二

・ 

九

・ 

一 

平
成 

二

二

・ 

九

・ 

一 

平
成 

二

二

・ 

九

・ 

一 

指

定 

年

月

日 

 

下
呂
薬
局 名 
 
 

称 

下
呂
市
森
一
四
一
九
―
三
二 

所

在

地 

精
神
通
院 

自

立

支

援 

医
療
の
種
類 

平
成 

二
二
・ 

八
・
二
〇 

変

更 

年

月

日 
輪
之
内
薬
局 

名 
 
 

称 

安
八
郡
輪
之
内
町
里
九
九
八 

所

在

地 

精
神
通
院 

自

立

支

援 

医
療
の
種
類 

平
成 

二

二

・ 

九

・ 

一 

辞

退 

年

月

日 
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シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
プ
ラ
ザ
ア
ミ 

 
 

不
破
郡
垂
井
町
宮
代
大
持
野
二
九
五
七
番
地
の
一
一 

四 

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻 

 
 

（
変
更
前
）
午
前
十
時
〜
午
後
七
時
三
〇
分 

 
 

（
変
更
後
）
午
前
九
時
〜
午
後
九
時 

 
 

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

（
変
更
前
）
午
前
九
時
三
〇
分
〜
午
後
八
時 

 
 

（
変
更
後
）
午
前
八
時
三
〇
分
〜
午
後
九
時
三
〇
分 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 
 

○
公
共
測
量
の
実
施 

 

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
中
日
本
高
速
道
路
株
式
会
社
名
古
屋
支
社
岐
阜
工
事
事
務
所
長
か
ら
次
の
と
お

り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
九
月
十
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

一 

作
業
機
関 

 
 

中
日
本
高
速
道
路
株
式
会
社
名
古
屋
支
社
岐
阜
工
事
事
務
所 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
砂
防
・
治
山
計
画
図
作
成
） 

三 

作
業
期
間 

 
 

平
成
二
十
二
年
九
月
一
日
か
ら 

 
 

同 
 
 
 

年
十
一
月
二
十
六
日
ま
で 

四 

作
業
地
域 

 
 

郡
上
市
美
並
町
、
八
幡
町
及
び
大
和
町
地
内 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 
 

○
大
垣
都
市
計
画
の
図
書
の
縦
覧 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
市
計
画
の
図
書

の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
九
月
十
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

一 

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

大
垣
都
市
計
画
地
区
計
画 

外
野
地
区
地
区
計
画 

二 

縦
覧
場
所 

 
 

岐
阜
県
都
市
建
築
部
都
市
政
策
課
及
び
大
垣
市
都
市
計
画
部
都
市
計
画
課 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 
 

○
大
垣
都
市
計
画
の
図
書
の
縦
覧 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
市
計
画
の
図
書

の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
九
月
十
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

一 

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

大
垣
都
市
計
画
地
区
計
画 

ソ
フ
ト
ピ
ア
ジ
ャ
パ
ン
西
地
区
地
区
計
画 

二 

縦
覧
場
所 

 
 

岐
阜
県
都
市
建
築
部
都
市
政
策
課
及
び
大
垣
市
都
市
計
画
部
都
市
計
画
課 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 
 

○
大
垣
都
市
計
画
の
図
書
の
縦
覧 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
市
計
画
の
図
書

の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
九
月
十
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

一 

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

大
垣
都
市
計
画
地
区
計
画 

ソ
フ
ト
ピ
ア
ジ
ャ
パ
ン
東
地
区
地
区
計
画 

二 

縦
覧
場
所 

 
 

岐
阜
県
都
市
建
築
部
都
市
政
策
課
及
び
大
垣
市
都
市
計
画
部
都
市
計
画
課 
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―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 
 

○
大
垣
都
市
計
画
の
図
書
の
縦
覧 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
市
計
画
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
二
十

一
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆

の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
九
月
十
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

一 

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

大
垣
都
市
計
画
下
水
道 

 
 

大
垣
市
公
共
下
水
道 

二 

縦
覧
場
所 

 
 

岐
阜
県
都
市
建
築
部
都
市
政
策
課
及
び
大
垣
市
都
市
計
画
部
都
市
計
画
課 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 
 

○
大
垣
都
市
計
画
の
図
書
の
縦
覧 

  

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
市
計
画
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
二
十

一
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆

の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
九
月
十
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

一 

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

大
垣
都
市
計
画
火
葬
場 

 
 

４
０
１
号 

墨
俣
町
火
葬
場 

二 

縦
覧
場
所 

 
 

岐
阜
県
都
市
建
築
部
都
市
政
策
課
及
び
大
垣
市
都
市
計
画
部
都
市
計
画
課 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 
 

○
大
垣
都
市
計
画
の
図
書
の
縦
覧 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
市
計
画
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
二
十

一
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆

の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
九
月
十
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

一 

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

大
垣
都
市
計
画
地
区
計
画 

犀
川
地
区
地
区
計
画 

二 

縦
覧
場
所 

 
 

岐
阜
県
都
市
建
築
部
都
市
政
策
課
及
び
大
垣
市
都
市
計
画
部
都
市
計
画
課 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 
 

○
大
垣
都
市
計
画
の
図
書
の
縦
覧 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
市
計
画
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
二
十

一
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆

の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
九
月
十
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

一 

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

大
垣
都
市
計
画
用
途
地
域 

二 

縦
覧
場
所 

 
 

岐
阜
県
都
市
建
築
部
都
市
政
策
課
及
び
大
垣
市
都
市
計
画
部
都
市
計
画
課 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 
 

○
大
垣
都
市
計
画
の
図
書
の
縦
覧 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
市
計
画
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
二
十

一
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆

の
縦
覧
に
供
す
る
。 
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平
成
二
十
二
年
九
月
十
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

一 

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

大
垣
都
市
計
画
特
別
用
途
地
区 

二 

縦
覧
場
所 

 
 

岐
阜
県
都
市
建
築
部
都
市
政
策
課
及
び
大
垣
市
都
市
計
画
部
都
市
計
画
課 
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岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号 
 
 

平
成
二
十
二
年
九
月
十
日
発
行 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

発 

行 

者 
 
 

岐 
 
 
 
 

阜 
 
 
 
 

県 
 
 
 
 
 
 
 
 

編 
 

集 
 
 

各
務
原
市
テ
ク
ノ
プ
ラ
ザ
一
―
一 

 

ブ
イ
・
ア
ー
ル
・
テ
ク
ノ
セ
ン
タ
ー 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

発 

行 

所 
 
 

岐 
 
 

阜 
 
 

県 
 
 

庁 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

              

 


